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県内のコムーネの長 

（シンダコ） 
県内のコムーネ議会議員 

県知事 

（選挙日以降 18か月以上の任期が残って

いるシンダコが被選挙権を有する。シンダ

コと兼任） 

任期：４年 

権限： 

・県の代表者 

・県議会とシンダコ会議を招集・主宰 

・県の部局の運営の指揮監督 

・事務の執行の監督 

・憲章により付与された他の任務の遂行 

 

県議会 

（県知事と県の人口規模に応じ

て定められた数の議員とで構成

される。議員はコムーネの公選

職と兼任） 

任期：２年 

権限： 

・シンダコ会議への憲章の提案 

・規則及び諸計画に関する議決 

・県知事から提出される他の議

案の議決あるいは承認 

・憲章に県議会の権限に属する

事項として定められたもの 

・県知事から提案され、シンダ

コ会議に諮られる予算案の承認 

・シンダコ会議の答申を経た予

算案の最終的な議決 

シンダコ会議 

（県内のシンダコで構成される） 

権限： 

・議会から提案された憲章及びそ

の改正の承認 

・県の憲章に定めるところにより

提案、答申及び監視を行う。 



大都市 

2014 年 4 月 7 日法律第 56 号により、普通州の 10 の県（首都ローマ、トリノ、ミラノ、ヴ

ェネツィア、ジェノヴァ、ボローニャ、フィレンツェ、バーリ、ナポリ及びレッジョ・カラ

ーブリア）は大都市に取って代わられた。その後シチリア州の 2015年 8月 4日州法第 15号

によりパレルモ、メッシーナ及びカターニアの 3つの大都市が、またサルデーニャ州の 2016

年 2月 4日州法第 2号によりカリアリ大都市、2021年 4月 12日州法第 7号によりサッサリ

大都市が創設された。 
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大都市内のコムーネの長 

（シンダコ） 

大都市内のコムーネ議会議員 

大都市の長 

（大都市の中心コムーネの

シンダコが当然に務める） 

権限： 

・大都市の代表者 

・大都市議会と大都市評議

会を招集・主宰 

・大都市の部局の業務運営

の監督 

・決定事項の執行の監督 

・憲章により付与された任

務の遂行 

大都市議会 

（大都市の長と大都市の人口規模に

応じて定められた数の議員で構成さ

れる。議員はコムーネの公選職と兼

任） 

任期：５年 

権限： 

・大都市評議会への憲章及びその改

正の提案 

・規則及び諸計画に関する承認 

・大都市の長から提出される議案の

議決あるいは承認 

・憲章に大都市議会の権限に属する

事項として定められたもの 

・大都市の長から提案され、大都市

評議会に諮られる予算案の承認 

・大都市評議会の答申を経た予算案

の最終的な議決 

・その他憲章に定められた役割 

大都市評議会 

（大都市内のコムーネのシン

ダコで構成される。） 

権限： 

・大都市議会から提案された

憲章及びその改正の承認 

・大都市の憲章に定めるとこ

ろにより提案、答申及び監視

を行う。 

 


